
 

 

令和６年度から、

 

 
＜変更点＞ 

 

 

- 新規申請方法 – 

1. 必要書類を持って窓口へ ⇒⇒⇒

 

 

2. 申請書に必要事項を記入する 

3. 助成券を受け取る 

本人申請の場合 

申請者の本人確認書類 

代理人申請の場合 

① 対象者の本人確認書類 

② 代理人の本人確認書類 

 

- 高齢者の方が外出しやすい環境をつくり、閉じこもりを防ぐことを目的とした事業 - 

– 受付窓口 –   

市役所本庁（高齢者支援課）、総合支所、 

各支所にて、随時、申請を受付けています。 

 

– 対象者 – 

①周南市在住の 75 歳以上の方 

②周南市在住の 65 歳以上 74 歳以下で自動車運転免許を受けていない方 
※自動車運転免許とは、大型・中型・準中型・普通免許のことをいいます。 

 


